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2１．高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正内容と対応方針 (1/5)

平成29年8月8日に「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下、「技術基準規則」という。）およびそ
の解釈が改正され、高エネルギーアーク損傷による電気盤の損傷の拡大防止（以下、「HEAF対策」という。）が要求された。また、ガ
イドラインとして、「高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド」（以下、審査ガイドという。）が制定さ
れた。

改正後 改正前 対応方針

（保安電源設備）
第四十五条 ［略］
2 ［略］
3 保安電源設備(安全施設へ電力を供給するた
めの設備をいう。）には、第１項の電線路、当該
発電用原子炉施設において常時使用される発
電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施
設の安全性を確保するために必要な装置への
電力の供給が停止することがないよう、次に掲
げる措置を講じなければならない。

一 高エネルギーのアーク放電による電気盤
の損壊の拡大を防止するために必要な措
置

二 前号に掲げるもののほか、機器の損壊、
故障その他の異常を検知し、及びその拡大
を防止するために必要な措置

4～8 ［略］

（保安電源設備）
第四十五条 ［同左］
2 ［同左］
3 保安電源設備(安全施設へ電力を供給するた
めの設備をいう。）には、第１項の電線路、当該
発電用原子炉施設において常時使用される発
電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施
設の安全性を確保するために必要な装置への
電力の供給が停止することがないように、機器
の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、
その拡大を防止するために必要な措置を講じな
ければならない。

（号を加える）

（号を加える）

4～8 ［同左］

【一号に対する対応方針】

新たに制定された審査ガイドを踏まえ、実証試
験によりアーク火災が発生しないアークエネル
ギーのしきい値（以下、「しきい値」という。）を求
め、実機においてHEAF対策が必要なものにつ
いて対策を実施する。
本対策の実施は、基本設計方針の変更をする
必要があることから、工事計画認可申請を行う。

【二号に対する対応方針】

二号は、改正前の基準基準規則要求（下線部）
と同等であり、本内容については既工認におい
て認可済みであることから新たな対応は行なわ
ない。

(1)技術基準規則(下線は改正部分）



3１．高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正内容と対応方針 (2/5)

改正後 改正前 対応方針

第45条（保安電源設備）
1・2 （略）
3 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発電
機又は非常用電源設備から電気が供給されている
状態をいう。

4 第３項第１号に規定する「高エネルギーのアーク放
電による電気盤の損壊の拡大を防止するために必
要な措置」とは、重要安全施設（設置許可基準規則
第２条第２項第９号に規定する重要安全施設をいう。
以下同じ。）への電力供給に係る電気盤及び当該電
気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施設
（重要安全施設を除く。）への電力供給に係るものに
限る。）について、遮断器の遮断時間の適切な設定
等により、高エネルギーのアーク放電によるこれら
の電気盤の損壊の拡大を防止することができること
をいう。

第45条（保安電源設備）
1・2 （同左）
3 第３項に規定する「常時使用される」とは、主発
電機又は非常用電源設備から電気が供給されて
いる状態をいう。また、「異常を検知するとともに、
その拡大を防止するために必要な措置」とは、短
絡、地絡、母線の低電圧又は過電流などを検知し、
遮断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保す
るために必要な装置への影響を限定できる設計
及び外部電源に直接接続している変圧器の一次
側において３相のうちの１相の電路の開放が生じ
た場合に、安全施設への電力の供給が不安定に
なったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用
母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する
対策（手動操作による対策を含む。）を行うことに
よって、安全施設への電力の供給が停止すること
がないように、電力供給の安定性を回復できる設
計をいう。

（新設）

【３項に対する対応方針】

改正前の技術基準規則の解釈と同等
であり、既工認において認可済みであ
ることから新たな対応は行なわない。
（下線部は、改正後の第５項と同等）

【４項に対する対応方針】

新たに制定された審査ガイドを踏ま
え、実証試験によりしきい値を求め、実
機においてHEAF対策が必要なものに
ついて対策を実施する。

本対策の実施は、基本設計方針の
変更をする必要があることから、工事
計画認可申請を行う。
⇒２頁に同じ。

(2)技術基準規則の解釈 (下線は改正部分）（1/2）



4１．高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正内容と対応方針 (3/5)

改正後 改正前 対応方針

第45条（保安電源設備）

5 第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びそ
の拡大を防止するために必要な措置」とは、短絡、
地絡、母線の低電圧又は過電流などを検知し、遮
断器等により故障箇所を隔離し、保安を確保する
ために必要な装置への影響を限定できる設計及
び外部電源に直接接続している変圧器の一次側
において３相のうちの１相の電路の開放が生じた
場合に、安全施設への電力の供給が不安定に
なったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用
母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する
対策（手動操作による対策を含む。）を行うことに
よって、安全施設への電力の供給が停止すること
がないように、電力供給の安定性を回復できる設
計とすることをいう。

6~10 （略）

第45条（保安電源設備）

（新設）

4~8 （略）

【５項に対する対応方針】

改正前の技術基準規則の解釈と同等であり、既工認にお
いて認可済みであることから新たな対応は行なわない。
（下線部は、改正前の第３項と同等）

(2)技術基準規則の解釈 (下線は改正部分）（2/2）

改正後 改正前 対応方針

高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤
の設計に関する審査ガイド

（新設） 【審査ガイドに対する対応方針】

ＨＥＡＦ対策の評価に用いるデータや設備対策が審査ガイ
ドを踏まえたものであることを確認する。

(3)審査ガイド(新設）



5１．高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正内容と対応方針 (4/5)

平成29年8月8日の技術基準規則改正後の第45条第3項の規定については、技術基準規則の附則により、非常用発電機に接続
される電気盤に関する措置に係る部分を除いて、平成31年8月1日以降の施設定期検査を終了した日までの経過措置が設け
られている。また、非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分については、同附則により、平成33年8月1日
以降の施設定期検査を終了した日までの経過措置が設けられている。

技術基準規則（抜粋） 対応方針

附 則 （平成29年8月8日原子力規制委員会規則第12号）
（経過措置）
第二条 （略）
３ この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設（法第43条の3の5第2
項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。）に対する第1条の規定による改正後の実用発
電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「新実用炉規則」という。）第45条第3項（非
常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。）及び第1条
の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下
「新研開炉規則」という。）第44条第3項（非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除
く。以下この項において同じ。）の規定の適用については、平成31年8月1日以後最初に当該発電用原子炉
施設に係る法第43条の3の15の検査を終了した日又は平成31年8月1日以後に発電用原子炉（法第2条第
5項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。）の運転を開始する日の前日のいずれか早い日
までの間（以下この項において「経過措置期間」という。）は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるも
のについては、この限りでない。
（略）

４ この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設に対する新実用炉規則
第45条第3項（非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。）及び新研開炉規則第
44条第3項（非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。）の規定の適用について
は、平成33年8月1日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法第43条の3の15の検査を終了した日又
は平成33年8月1日以後に発電用原子炉の運転を開始する日の前日のいずれか早い日までの間（以下こ
の項において「経過措置期間」という。）は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、こ
の限りでない。
（略）

【３項に対する対応方針】
認可済み
・大飯３
平成３１年２月２０日認可
・大飯４、高浜３，４
平成３１年４月８日認可

【４項に対する対応方針】

経過措置期間内に基準に適合できるよ
うＨＥＡＦ対策を実施する。
・大飯３，４、高浜３，４
２０１９年１１月２９日申請

(4)経過措置



6１．高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正内容と対応方針 (5/5)

(5)高エネルギーアーク損傷対策に係る技術基準規則等の改正への対応方針

対応方針 頁

Ø 技術基準規則第45条第3項第1号にて要求されている電気盤についてHEAF対策を実施する。
対象となる電気盤の抽出フローを示す。 7～8

Ø 審査ガイドに示されている以下の３つの観点にて実証試験を実施し、上記により抽出された電気
盤に対し、必要なHEAF対策を実施する。

a.アーク放電を発生させる試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・試験方法、試験体の選定

b.アーク火災発生の評価・・・・・アーク火災が発生しないしきい値に関する評価方法、試験結果

c.HEAFに係る対策の判断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・判断基準、遮断時間の設定等

9～10

11～12

13～17

Ø 上記のHEAF対策の実施に伴い、既工事計画におけるその他発電用原子炉の附属施設のうち非
常用電源設備の基本設計方針の変更が必要と判断したため、工事計画認可申請を実施する。 18～19



7２．高エネルギーアーク損傷対策の概要
技術基準規則への適合が必要な電気盤（1/2）

HEAF対策が必要な電気盤は、技術基準規則の解釈第45条第4項にて「重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電
気盤に影響を与えるおそれのある電気盤」と定められている。
「重要安全施設」は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第12条第6項に記載され、
解釈第11項において重要度分類MS-1に分類される構築物等が対象と定義されている。
上記を基に、以下のフローにてHEAF対策が必要な電気盤を整理した。
なお、非常用D/Gに接続される電気盤以外の電気盤については、工認認可済みであり今回の工認申請対象外である。

重要安全施設(MS-1)への
電力供給に係る電気盤か

重要安全施設(MS-1)への
電力供給に係る電気盤の周囲2.5ｍ以内に

設置されている電気盤か※2

常時使用される電気盤か※1

HEAF対策が必要な電気盤※3 HEAF対策が不要な電気盤

No

No No

Yes Yes

Yes

重要安全施設への電力供給に係る電気盤 重要安全施設への電力供給に係る電気盤へ
影響を与えるおそれのある電気盤

※1「常時使用される」とは、主発電機又は非常用電源設備から電気が供給されている状態をいう。
※2 審査ガイドによる。
※3 短絡等が発生した場合、非常に短時間（0.1秒以下）で電気盤への電力供給を止めることができる場合、適切に遮断されていると判断し、

HEAF対策が出来ているものとする。



8

大飯3号機 所内電気系統（概要図）

２．高エネルギーアーク損傷対策の概要
技術基準規則への適合が必要な電気盤（2/2）

Ａ系

D/G

440V
コントロールセンタ⺟線

負荷

負荷

Ｂ系

440V
パワーセンタ⺟線

負荷

440V
コントロールセンタ⺟線

6.6kV
メタクラ⺟線

440V
パワーセンタ⺟線

負荷

D/G

外部電源（複数）

6.6kV
メタクラ⺟線

G

負荷 負荷 負荷 負荷

主変圧器

所内変圧器

No.2予備変圧器
（高浜３．４号機は
起動変圧器）

No.1予備変圧器
（高浜３．４号機
は予備変圧器）

：重要安全施設への電力供給に係る
電気盤（A,B系）

：非常用Ｄ／Ｇに接続される電気盤
（今回申請対象）

N系

440V
パワーセンタ⺟線

負荷

440V
コントロール
センタ⺟線

6.6kV
メタクラ⺟線

負荷

負荷 負荷



9２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

試験状況（M/C（DG）試験時） 試験回路（M/C（DG）試験時）

アーク放電を発生させる試験（試験方法）

Ø試験は，電力中央研究所（横須賀地区大電力試験所）にて実施。
Ø各電気盤の短絡電流値及び印加電圧は、電気系統の設計時に設定されている値を踏まえて設定。
Ø審査ガイドの付録Ａに示される電気回路と同等の電気回路を用いて試験を実施。
Øアーク放電を発生させる試験は、電気盤の遮断器の受電側及び配電側で実施。
Øアーク放電の継続時間については、試験で目標とするアークエネルギーの値が得られるよう設定。
Øアークエネルギー（J)は、アークパワー（W）をアーク放電の継続時間（ｓ）で積分した値とする。
ØHEAFが発生しても感知・消火設備が機能喪失しないことを確認するため、電気盤直上1.5m※1に煙感知器を設置し影響を確認。
※1 煙感知器の設置位置は、NUREG/CR6850 Appendix MのZOI(Zone of influence)の範囲を参考に設定

※2 計器用変圧器、変流器を介して電圧電流波形を測定する。
※3 アーク放電は、IEEE C37 20.7-00713等に基づき、母線に導電性針金をワイヤリングする。

※3

※2

※2

※2



10２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

Ø 同種類の電気盤単位（M/C（DG含む)・P/C・C/C毎）の場合は同等と扱い試験を実施
（理由）

• 同種類の電気盤であっても盤内容積の大小はあるが、金属ヒューム等の発生に
より上昇した圧力が短時間で盤の変形部や開口部から抜けるため、盤内温度
上昇に盤内容積の大小は直接寄与しない。

• なお、M/C（DG）試験についても、M/C（DG）以外の先行M/C試験と同様に開口
部を有した電気盤構造である。

• 盤内リレー・ケーブル等の可燃物は、同種類の電気盤（M/C（D/G含む) ・P/C・
C/C）であれば、製造メーカによらず、同程度であること。

試験時に確認された内圧（M/C（DG)試験時)

試験後の盤正面の状態

盤内開口部の状態（遮断器室）

アーク放電を発生させる試験（試験体の選定）

・盤内圧力は、8.24msでピーク（2.98kPa）、直後に圧力が抜ける
・圧力が抜けた後も、アークは継続（3.05秒）

（試験内容）
・アーク継続時間：3.05秒
・アークエネルギー：16.6MJ
・試験結果：アーク火災無（遮断器室以外に損傷無）
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11２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

消火前の盤内の様子（盤扉は消火のために手動開）

l 発熱速度測定設備について
・発熱速度は，フードカロリーメータ装置（参考8-1参照）にて測定
・電力中央研究所の同装置では，最大1.0MWの発熱速度が評価可能で、

ISO 9705(1993)5-1に基づく計測システムを有する。

構成機器 主な仕様

燃焼フード 幅3m×奥行3m×高さ3.3m（フード直下：29.7m3）

発熱速度測定用ダクト Fire Testing Technology社製（煙濃度測定系含む）

ガス分析装置 Fire Testing Technology社製

スクラバ 湿式（アルカリ性溶液）

Ø アーク放電後、電気盤の盤外に対する炎の有無を目視により確認
Ø 盤外に炎が見られない時は
（１）盤の扉を開けて内部を目視にて直接確認 ⇒Ｍ／Ｃ、Ｐ／Ｃ耐震盤
（２）電気盤の発熱速度（HRR）の測定により、発熱速度の継続的な上昇の有無を確認 ⇒（１）以外

アーク火災発生の評価（1/2）

l 電気盤の発熱速度（HRR）の測定

発熱速度（HRR）測定結果（M/C（DG）試験時）

試験状況（M/C（DG）試験時）
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△：非耐震M/C(DG)

・試験電圧 6.9kV

・試験電流 5kA

黒塗：アーク火災有

白塗：アーク火災無

２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

審査ガイドを踏まえ、しきい値がHEAF試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最大のアークエネルギー値となって
いること及びアーク火災が発生した全てのアークエネルギー値を下回っていることを確認する。

16.6MJ：アーク火災無

試験結果（アーク火災発生状況）

32.3MJ：アーク火災有

アーク火災発生の評価（2/2）

試験結果 M/C（DG)

Ø 16.6MJ以下ではアーク火災が起きないことを確認。

Ø 本結果を踏まえ、アーク火災発生防止のしきい値を16MJとする。

発熱速度（HRR）測定結果（M/C(DG）試験時）
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13２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

Ø 実証試験によって得られた各電気盤のアークエネルギーのしきい値を下表に示す。

メタルクラッド開閉装置

アーク火災
（ｱｰｸｴﾈﾙｷﾞｰ）

有
（32.3MJ時)

アーク火災発生
防止しきい値

16MJ
(16.6MJ時火災無を踏まえた値）

各電気盤のアーク火災発生防止のしきい値

ＨＥＡＦに係る対策の判断基準（1/5）



14２．高エネルギーアーク損傷対策の概要
ＨＥＡＦに係る対策の判断基準（2/5）

遮断器の遮断時間変更イメージ図

遮断時間の短縮検討

事故電流に対する遮断器の遮断時間の特性曲線

しきい値

事故電流

電流（kA）

時
間
（
Ｓ
）

現状の遮断時間では
しきい値を超える

変更前

しきい値

事故電流

電流（kA）

時
間
（
Ｓ
）

変更後

遮断時間をしきい値
未満に短縮

Ø遮断器の遮断時間がしきい値に対応するアーク放電の継続時間と比べ小さい値となっていることを確認す
る。
Ø遮断器の遮断時間が大きい場合は、当該遮断器の遮断時間の短縮を行う。

事故電流に対する遮断器の遮断時間の特性曲線



15２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

Ø右図の②非常用ディーゼル発電機受電遮断器でＨ
ＥＡＦが発生した場合、上流である①非常用ディーゼ
ル発電機の停止により、短絡電流を遮断する。（詳細
については、P16参照）

Ø③及び④のメタクラ非常用母線に接続される遮断
器でＨＥＡＦが発生した場合、上流である②非常用
ディーゼル発電機受電遮断器により、短絡電流を遮
断するとともに非常用ディーゼル発電機を停止する。

Ø①非常用ディーゼル発電機の停止時間及び②非常
用ディーゼル発電機受電遮断器の遮断時間は、遮断
時間等に含まれる誤差を考慮した上でメタルクラッド
開閉装置のしきい値（16MJ)を下回るように設計する。

Øその他の遮断器に関しても、上流の遮断器により短
絡電流を適切な遮断時間にて遮断することにより、
アーク火災発生防止のしきい値を下回るように設計
する。

Øなお、遮断器の遮断時間の設定に当たっては、上
流及び下流の遮断器の遮断時間の協調を考慮する
ことにより、故障による影響範囲を局所化する設計と
する。

Ａ系

D/G

6.6kV
メタクラ⾮常⽤⺟線

負 荷

負 荷

負 荷

大飯3号機 所内電気系統（概要図A系の例）

は、ＨＥＡＦ発生箇所を表し、同色の色で塗
りつぶした遮断器により、短絡電流を遮断する。

④③

440V
パワーセンタ⾮常⽤⺟線

440V
コントロールセンタ⾮常⽤⺟線

Ａ1系

Ａ1系

ＨＥＡＦに係る対策の判断基準（3/5）

②非常用
ディーゼル発電
機受電遮断器
(4-3AEG)①非常用

ディーゼル発
電機停止
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50

DG

メタクラ母線

0.34秒

HEAF発生

HEAF発生

HEAF発生

on→off

Ｍ

50-51

87

0.04秒
on→off

5.52秒
on→off

発電機過速度

発電機内部故障

その他軽故障

ECCS信号発生

リセット

リセット D/G遮断器
（open）

D/G停止

発電機過電流（５１）

発電機過電流（５0）

消磁コンタクタ
ＯＮ

黒線：現状の構成
赤線：追加対策

２．高エネルギーアーク損傷対策の概要
ＨＥＡＦに係る対策の判断基準（4/5）

HEAF（三相短絡事象）が発生し継続す
れば当該メタクラの早期復旧が困難と
なることから、発電機内部故障等の同
様の重故障扱いと同等として発電機
過電流（５０）のロジックを追加しD/Gの
停止及び消磁コンタクタをONとする。

消磁コンタクタとは

消磁コンタクタ投入に
より、D/G（発電機）の
励磁を切り、短絡電流
を早急に減衰させる。

50保護リレー追加ロジック
設計の考え方については
参考5参照



17２．高エネルギーアーク損傷対策の概要

Ø 下表に示した遮断時間以下となるよう設計することにより、アークエネルギーをしきい値以下に設計することができる。

大飯3号機具体的設計例

ＨＥＡＦに係る対策の判断基準（5/5）

機器
名称

遮断器名称
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器
遮断時間
（ｓ）

アークエネルギー
（MJ）

しきい値
（MJ）

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

②4-3AEG
（非常用ディーゼル発電機受電遮断器）

①非常用ディーゼル発電機停止 5.518 6.93
16

③、④4-3A母線に接続される遮断器
（4-3HA、4-3E1A、4-3E2A、4-3AEGを除く） ②4-3AEG 0.340 2.69

4-3BEG
（非常用ディーゼル発電機受電遮断器）

非常用ディーゼル発電機停止 5.518 6.93
16

4-3B母線に接続される遮断器
（4-3HB、4-3E1B、4-3E2B、4-3BEGを除く） 4-3BEG 0.340 2.69



18３．今回の工事計画認可申請の概要

【申請概要】

今回の工事計画認可申請においては、技術基準規則等の改正内容を踏まえ、「その他発電用原子炉の附属施設」のうち
「非常用電源設備」の基本設計方針を変更する。

【工事計画認可申請の内容】

(大飯３，４号機 高浜３，４号機 高エネルギーアーク損傷対策工事（ＤＧ） 工事計画認可申請 2019年11月29日申請)

No. 項 目 記 載 内 容

① 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び
適用規格

ＨＥＡＦ対策が必要な電気盤について、「遮断器の遮断時
間の適切な設定等により、高エネルギーのアーク放電によ
る電気盤の損壊の拡大を防止することができる」旨の記載
を追加している。

本工認における適合性を説明するために必要な適用基準
等を記載している。

② 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する
説明書

本工認で追加した工事の計画（基本設計方針）と設置許可
申請書との整合性を示している。

③ 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 審査ガイドを踏まえて、火災感知設備及び消火設備につ
いてHEAFが発生した場合を考慮して配置されていることを
確認した結果、現在の配置が適切であり、これまでの設計
を変更するものでは無いことを示している。

④ 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 HEAF対策の内容（アーク火災の発生を防止するための遮
断器の遮断時間の設定等）について示している。

⑤ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説
明書

設計及び工事に係る品質管理の方法等について示してい
る。
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計
画

認
可

定
期
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査

11/29
申請（大飯3,4号機、高浜3,4号機）
■

高浜3号機

高浜4号機

２５回

２３回

１９回大飯3号機

１８回大飯４号機

３．今回の工事計画認可申請の概要

【審査スケジュール】



20アーク火災発生のメカニズムについて（１／３）

遮断器室アーク発生、アーク火災有、消火後の遮断器の様子

参考1-1

母線

電気盤（側面図）

２次側
ケーブル

遮断器

高温ガス発生
圧力上昇、盤の変形・開口部⇒圧力低下

（１）アーク放電発生 （２）高温ガスの発生

アーク火災発生

（４）アーク火災発生

高温ガスの温度上昇

（３）アーク放電の継続



21アーク火災発生のメカニズムについて（２／３）

（１） 電気盤遮断器室内の遮断器の１次側（又は２次側）に銅線で三相短絡し、短絡電流を流すことによりアーク放電を発生さ
せると、金属ヒュームを含んだ高温ガスが発生する。この高温ガスによる爆発現象は、音速で伝播すると考えると、０．０
１秒で約３ｍ伝播する（音速３４０ｍ／ｓ×０．０１s≒３．４ｍ）。

（２） 電気盤の寸法は、高さ約３ｍ×幅約１ｍ×奥行き約３ｍであることから、以下のグラフのとおり、０．０１秒～０．０２秒後
（M/C（DG）試験は約０．０１秒後）に圧力上昇はピークとなり、その後電気盤の開口部や盤内仕切板の変形（M/C（DG）
試験ではアークパワーが小さいことから仕切板の変形には至らない）により高温ガスは電気盤外に抜け、盤内圧力は減
少傾向になる。なお、密閉容器であれば、圧力が上昇すれば温度も上昇するが、電気盤は密閉構造ではなく開口部を有
する構造であることから、圧力の上昇に伴い盤内の温度が上昇するものではない。

（３） 短時間で大部分の高温ガスは電気盤外に放出されるが、一部はアーク放電の発生箇所である遮断器近傍に滞留する
ことから、高温ガスから可燃物にエネルギーが伝播し、あるしきい値以上のエネルギーが印加されるとアーク火災となる。
試験体系上、アークを発生させた銅線をワイヤリングした箇所である遮断器近傍に最も高温ガスが滞留しやすいことから、
遮断器室内の可燃物が主要な燃焼物であり、試験の結果とも一致している。

アーク火災発生メカニズム

参考1-2

・盤内圧力は、8.24msでピーク（2.98kPa）、直後に圧力が抜ける
・圧力が抜けた後も、アークは継続（3.05秒）

（試験内容）
・アーク継続時間：3.05秒
・アークエネルギー：16.6MJ
・試験結果：アーク火災無（遮断器室以外に損傷無）
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試験時に確認された内圧（M/C（DG)試験時) 盤内開口部の状態（遮断器室）



22アーク火災発生のメカニズムについて（３／３） 参考1-3

同等性に影響を与える恐れのあるパラメータ

• Ｍ／Ｃ（ＤＧ）試験に使用した電気盤は、開口面積などについて先行のＭ／Ｃ試験と明確な差はなく、試験時の状況を踏ま
えても開口部等から瞬時に高温ガスが抜けていることから同等である。

• 圧力ピーク値は、先行Ｍ／Ｃ試験と比較すると小さいが、入力するアークパワー（アーク電圧×アーク電流）が小さいこと
が起因である（試験時のアーク電流が先行のＭ／Ｃ試験の約2割）。

• したがって、先行Ｍ／Ｃ試験で整理した様にHEAF発生直後の盤内容積の大小に直接寄与するものではなく、先行Ｍ／Ｃ
試験と同様に整理できる。

Ø電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータは、①非密閉性の程度、②高温ガスの滞留場所、③可
燃物及び④アークエネルギーの４つのパラメータである（先行Ｍ／Ｃ試験と同様）。
Ø①非密閉性の程度について、HEAF試験直後のピーク圧力の差などから同等性について以下の通り検証した。

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。
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DG以外MC（耐震）

DG/MC（非耐震）

最大アークパワーと圧力上昇最大値の関係
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Ø 審査ガイドを踏まえて、以下の通り試験を実施した。

審査ガイド 対応内容

2. アーク放電を発生させる試験
2.1 電気盤の選定

実際に発電所内で使用されているものと同等の電気盤を選定した。
⇒同等性について「参考３」で説明する。

2.2 短絡電流の目標値 試験時の短絡電流値、印可電圧は、実機プラントで使用している電
気盤の三相短絡電流値、定格電圧値を踏まえて設定した。

2.3 HEAF試験に用いる
電気回路

HEAF試験は、審査ガイドの付録Aの電気回路と同等の試験回路で
実施した。

2.4 測定項目 HEAF試験時に電圧電流波形を測定した。
2.5 アーク放電の発生方法 アーク放電を発生するための導電性針金のワイヤリングを、適切な

国際規格に基づき電気盤の遮断器の受電側及び配電側に施し試
験を実施した。（コントロールセンタの試験については、配電側は瞬
時（0.02秒程度）で遮断するため、受電側のみ実施した。）

参考2-1
「高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド」への対応
アーク放電を発生させる試験（１／２）
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審査ガイド 対応内容

2.6 アーク放電の継続時間 アーク放電の継続時間は、アークエネルギーのしきい値を得るために
段階的に設定した。

2.7 HEAF試験の実施 2.1～2.6の対応を行い試験を実施した。
2.8 アークエネルギーの計算 アークエネルギーは試験で測定した電流・電圧から求めたアークパ

ワーをアーク放電の継続時間で積分した値としている。

参考2-2
「高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド」への対応
アーク放電を発生させる試験（２／２）
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Ø 審査ガイドを踏まえて、しきい値の評価を実施した。

審査ガイド 対応内容

3. アーク火災発生の評価
3.1 アーク火災発生の評価の

概要

電気盤の目視又は測定した電気盤周囲の熱流束から火災発生を確
認している。

3.2 評価に用いる必要データ 試験を実施した電力中央研究所は、公益財団法人日本適合性認定
協会から「試験所認定」を取得していることから、評価に用いたデー
タは、信頼性のある試験に基づくものである。

3.3 アーク火災が発生しない
アークエネルギーのしきい
値に係る評価

アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値は、HEAF試験
において、アーク火災が発生しなかった場合の最大のアークエネル
ギー値に保守性を考慮して設定した。このアークエネルギー値は、
アーク火災が発生した全てのアークエネルギー値を下回っている。

3.4 しきい値に係る解析による
評価

しきい値は試験結果から求めており、解析による評価は用いていな
い。

参考2-3
「高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド」への対応
アーク火災発生の評価
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Ø 審査ガイドを踏まえて、HEAF対策として対象電気盤のアーク発生時のエネルギーが、
HEAF試験にて評価したアークエネルギーのしきい値以下となるように、遮断器の遮断
時間を設定する。

審査ガイド 対応内容

4. HEAFに係る対策の判断
基準

電気盤に発生するアークエネルギーは、アークパワー（三相短絡電流
と試験結果を踏まえたアーク電圧の積）、遮断器の遮断時間から算出
している。

各電気盤に発生する三相短絡電流は、実機の電源から短絡箇所まで
の電路インピーダンス％Z（ケーブル、発電機、変圧器含む）を用いて算
出した。

アークエネルギー算出時に使用する遮断器の遮断時間は、保護継電
器動作の誤差を考慮した遮断時間を用いた。
⇒誤差の考慮について「参考４」で説明する。

参考2-4
「高エネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド」への対応
HEAFに係る対策の判断基準



27試験体とプラント実機の同等性について（1/3）

ü HEAF試験に用いた電気盤については、アーク火災発生の有無に影響を与える以下の４つのパラ
メータのうち、電気盤の同等性に影響を与えるおそれのある「②高温ガスの滞留場所」及び「③可
燃物」の観点で、実際に所内で使用されているもの（以下、「実機」という。）と同等の電気盤を選定
しており、実機と試験体は同等性を有している。

① 非密閉性の程度：電気盤は密閉構造ではなく開口部を有する構造であることから、電気盤選定の
同等性に影響を与えるおそれはない。⇒参考1-1～1-3参照

② 高温ガスの滞留場所：HEAF試験の結果や、アーク火災メカニズムを考慮すると、盤の構造等の差
異が電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれがある。

③ 可燃物： HEAF試験の結果や、アーク火災メカニズムを考慮すると、高温ガスの滞留場所にある
可燃物が主要な燃焼物となっていることから、可燃物の種類の差異が電気盤選定の同等性に影
響を与えるおそれがある。

④ アークエネルギー：審査ガイドを踏まえ、アーク放電の継続時間を段階的に変化させてHEAF試験
を実施しているものである。このパラメータは、同等性を有する電気盤に対する試験条件であるこ
とから、電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれはない。

参考3-1



28試験体とプラント実機の同等性について（2/3）

実機 試験体

規格類 盤：JEM-1425
遮断器：JEC-2300

同左
盤構造（JEM-1425「分類」） コンパートメント型構造

（遮断器、母線、ケーブルをそれぞれ区分したコン
パートメントに収納する構造）

定格電圧（JEC-2300「定格」） 7.2kV

外径寸法

②高温ガスの滞留場所に対する同等性
ü 高温ガスの滞留場所は、電気盤の構造及び盤サイズに左右される。実機と試験体の電気盤は、日
本電機工業会規格（以下、「JEM」という。）及び 電気規格調査会標準規格（以下、「JEC」という。）に
基づき製造されており、実機と同等の盤構造を有する電気盤を試験体として選定した。このため、高
温ガスの滞留場所について、実機と試験体は同等性を有している。

表１ 実機と試験体の電気盤との比較（M/C（DG)の場合）

参考3-2

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。
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実機 試験体

規格類 遮断器：JEC-2300 遮断器：JEC-2300

絶縁物（JEC-2300「定格」）

試験体とプラント実機の同等性について（3/3）

③可燃物に対する同等性
ü 高温ガスの滞留場所にある可燃物は、主に通電部まわりの絶縁物であり、実機で使用されている
絶縁物の種類は、JECで規定される耐熱クラスに応じて決定されることから、耐熱クラスBの絶縁物
を使用している。試験体については、実機と同等の絶縁物を使用した電気盤を試験体として選定し
ており、可燃物についても実機と試験体は同等性を有している。

表２ 実機と試験体の電気盤との比較（M/C（DG)の場合）

参考3-3

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。



30参考4-1

Ø ＨＥＡＦ火災発生のメカニズムを踏まえると、火災発生の有無は、アークエネルギー、開口、高温ガスの滞
留場所及び可燃物によるが、前述したとおり、開口、高温ガスの滞留場所、可燃物については、試験毎に
変わるものではないことから、試験結果は、アークエネルギーのみに依存すると考えている。

Ø このため、試験においては、アーク放電時間や試験電流・電圧を変えることでアークエネルギーを変えて、
火災の発生の有無について確認している。試験の結果、時間が同じでも、電流値、電圧値を変えてアーク
エネルギーを上げることで、火災が発生していること、また、電流値、電圧値が同じでも時間を変えてアーク
エネルギーを上げると火災が発生してることから、アークエネルギーのみに依存していることが読み取れる。

Ø このため、火災発生防止のしきい値の設定に当たっては、保守性として以下の３つの要素を考慮しており、
詳細を以降に示す。
① アーク火災発生の評価に含まれる誤差
② アークエネルギーの測定誤差
③ 保護継電器、遮断器の動作時間の誤差

試験結果を踏まえた火災発生防止のしきい値の保守性について（1/3）



31参考4-2

②アークエネルギーの測定誤差

下表の通り最大のアークエネルギーに対して、保守性としてそれぞれの測定誤差を考慮した上で、さらに端
数を切り捨てて、しきい値を設定している。

①アーク火災が発生しなかった最大の
アークエネルギー（ＭＪ）

測定誤差（％） 測定誤差を含む①の値（ＭＪ） しきい値（ＭＪ）

Ｍ／Ｃ
（Ｄ／Ｇ）

16.6 0.8 16.46 16

①アーク火災発生の評価に含まれる誤差

「アーク火災が発生する場合の電気盤固有の真のし
きい値（実際に火災が発生するしきい値）は、アー
ク火災が発生した時の値と発生しなかった時の値の
間に存在する。」（審査ガイドより抜粋）ことから、
火災が発生しなかった最大のアークエネルギーは、
真のしきい値に対して保守性を有している。
また、試験にて火災が発生した最小のアークエネ
ルギーでは、いずれも盤内での火災にとどまってお
り、隣接盤へ延焼しておらず、電気盤の損傷の拡大
の観点では、保守的な判定をしている。

しきい値

火災が発生しなかった
最大のアークエネルギー

設計値

火災が発生した
最小のアークエネルギー

真のしきい値

試験に対する保守性

設計に対する保守性

②測定誤差＋切り捨て

③保護継電器、遮断器の動作誤差

①アーク火災発生の
評価に含まれる誤差

黒塗：アーク火災有
白塗：アーク火災無

時間

アークエネルギー

試験結果を踏まえた火災発生防止のしきい値の保守性について（2/3）
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③保護継電器、遮断器の動作時間の誤差（代表プラント：大飯3号機の例）

HEAF発生箇所
保護継電器の
動作誤差

保護継電器動作時間誤差を
含むエネルギー（ＭＪ）

しきい値
（ＭＪ）

Ｍ／Ｃ
（Ｄ／Ｇ）

4-3AEG +0.025s 8.88

16
4-3A母線に接続される遮断器

（4-3AEG以外） +0.025s 3.04

Ø 使用する保護リレー機種の動作誤差を考慮し、HEAF発生時のアークエネルギー
がしきい値未満となることを確認している。

試験結果を踏まえた火災発生防止のしきい値の保守性について（3/3）
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(1)HEAF
発生

(2)保護継電器
動作

(3)補助リレー等
動作

(4)遮断器
開放

①保護継電器の動作時間 ②誤差

遮断器の遮断時間

Ø 保護継電器の動作時間（①）の設定値に対してプラス誤差があるため、誤差（②）を考慮して設計している。
Ø 継電器動作後の電流供給停止（③）については、機械動作遅れ等を含んだ最大値を用いて設計している。

Ø HEAF発生から遮断器開放までの一連の動作を図１及び図２に示す。

図１ 遮断器の遮断時間に含まれる誤差の考え方

(1)HEAF発生

(2)保護継電器動作

図２ 遮断器開放までの流れ

(3)補助リレー等動作

短
絡
電
流

母線

（具体例）
1．保護継電器の設定値に対して、プラス誤差がある
保護継電器の設定値： ０．２００秒①、プラス誤差：０．０２５秒②

2．補助リレー等動作、遮断器開放
補助リレー等の動作時間 ０．１００秒（プラス誤差含む）＋遮断器の開放時間（５サイクル以内遮断） ０．０８４秒＝０．１８４秒③

3．補助リレー動作等（ＤＧ停止までの時間含む）
補助リレーの動作等：５．７０３秒③’

参考4-4

DG

(4)遮断器開放

(1)HEAF発生
(2)保護継電器動作

(3)補助リレー等動作
短
絡
電
流

母線

DG(4)ＤＧ停止

(1)HEAF
発生

(2)保護継電器
動作

(3)補助リレー等
動作

(4)ＤＧ停止

①保護継電器の動作時間 ②誤差
③´継電器動作後の電流供給停止
までの時間（誤差を含んだ最大値）

遮断器の遮断時間

③遮断器の開極時間等
（誤差を含んだ最大値）

遮断器の遮断時間の設定における保護継電器等の動作時間の誤差の考え方（1/2）
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u 保護継電器、遮断器の動作時間の誤差（代表プラント：大飯3号機（A系）の例）

HEAF
発生
箇所

①
保護
継電器の
動作時間
（sec）

②
誤差
（sec）

③

継電器動作
後の電流供
給停止まで
の時間

(sec)

①+②+③
遮断時間
（sec）

アーク
エネルギー

(MJ)

アーク

エネルギー
の

しきい値
(MJ)

Ｍ
／
Ｃ

Ａ 0.200 0.025 5.703 5.928 8.88

16

Ｂ 0.200 0.025 0.184 0.409 3.04

大飯3号機 所内電気系統（概略図）

Ø 保護継電器の動作時間の誤差を考慮した遮
断時間（①＋②＋③）において、アークエネル
ギーがしきい値以下となるように設計している。

＜

＜

参考4-5

Ａ系

D/G

M/C

負 荷

負 荷

負 荷

は、ＨＥＡＦ発生箇所を表し、同色の色で塗
りつぶした遮断器等により、短絡電流を遮断する。

Ａ1系

Ａ1系

ＢＡ Ｂ

P/C

C/C

遮断器の遮断時間の設定における保護継電器等の動作時間の誤差の考え方（2/2）



35参考5-1HEAF（DG)対策に伴う50保護リレー追加ロジックの設計の考え方について(1/4）

安全系M / C母線

非常用
DG

87

49 計器

27 59

5150

負 荷

非常用ディーゼル発電機盤 盤面器具配置例（イメージ）

5 0 リ レー新たに追加

27/84 27/84

27/8459 59

計器類 盤面警報

スイッチ スイッチ

87

49/51

テスト端子

盤3 盤2 盤1

計器
類

スイッチ

50

5 0 リ レー新たに追加 50-51

非常用ディーゼル発電機受電遮断器

Ø 非常用DG盤内に設置することから、既存のSI信号ロジック等の
回路構成を変更するものではなく、また、耐震や溢水影響につ
いても既工認設計から変更するものではない。

Ø ＨＥＡＦ対策用として既存の非常用ＤＧ保護ロジックに50リレーを追加する。
（50リレー以外は従来通り設置されているＤＧ保護用のリレーである。消磁コ
ンタクタについても既設である。）

Ø 設置する50リレーは、非常用所内電源系の配電設備であるメタルクラッド開
閉装置の直接関連系に該当する。

Ø 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平
成2 年8 月3 0  日 原子力安全委員会決定）によると、非常用所内電源系
は重要度分類ではＭＳ－１に該当する。

Ø 安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針（ＪＥＡＧ４６１２－２０１
０）を参照しても、非常用所内電源系（非常用ＤＧならびに非常用ＤＧから非
常用負荷までの配電設備及び電路が該当）はＭＳ－１である。

Ø したがって、直接関連系である当該保護リレーは、ＭＳ－１であることから設
計基準対処施設に整理することが妥当であり、技術基準規則第十五条第二
項の要求を受けることとなる。

Ø 今回追加する50保護リレーや既設の消磁コンタクタについては、そもそ
も非常用DGに附属するものと考えており、非常用DG同様MS-1の整理
である。

Ø 今回追加する50保護リレーロジックについては、そもそも外電喪失が起
きていてさらにHEAF火災が発生しないようにするためにも重要な設備
であると考える。

Ø また、万が一50保護リレーが故障したとしても早期に取替が可能である。

：MS-1の範囲（非常用電源系統）
（非常用電源設備及びその附属設備はMS-1で整理され、保護リレー
については、当該系の直接関連系であり、 MS-1 となる。）

メタクラ開閉器室

非常用ディーゼル発電機及び
非常用ディーゼル発電機盤内
のロジック回路（イメージ）

消磁コンタクタがＯＮとなると、ＤＧ
盤内のシリコン整流器（ＲＥＣＥ）か
ら 発電機界磁巻線へ電流供給し
ていたものがカットされる。 よって
非常用ＤＧ停止とともに消磁コンタ
クタがＯＮとなれば、発電機本体内
の回転磁界が形成されなくなり、
短絡電流は急速に減衰する。＞

DC125V

消磁コン タ ク タ
Ｏ Ｎ
（ シ リ コ ン 整 流 器
の 入 力 側 と 出 力側
を そ れ ぞ れ 短 絡 ）

RECE

84



36参考5-2HEAF（DG)対策に伴う50保護リレー追加ロジックの設計の考え方について(2/4）

大飯発電所安全審査資料（平成29 年5 月19 日） 「大飯３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性について （設計基準対象施設等）」 【抜粋（一部加工）】

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。

Ø 重要安全施設への電力供給に係る電気盤（メタルクラッド開閉装置）と非常用ディーゼル発電機（制御盤）の配置
（大飯発電所３，４号機）

凡例：
＜重要安全施設への電力供給に係る電気盤（メタルクラッド開閉装置）＞

：重要安全施設への電力供給に係る電気盤
：非常用Ｄ／Ｇに接続される電気盤

＜非常用ディーゼル発電機（制御盤）＞
：非常用ディーゼル発電機盤

：火災区域
：火災区画
：ディーゼル発電機室
：安全補機開閉器室



37参考5-3HEAF（DG)対策に伴う50保護リレー追加ロジックの設計の考え方について(3/4）

高浜発電所安全審査資料（平成28 年4月13 日） 「高浜１号炉及び２号炉（３号炉及び４号炉） 設置許可基準規則等への適合性について （設計基準対象施設等）」 【抜粋（一部加工）】

本資料のうち、枠囲みの内容は、商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。

Ø 重要安全施設への電力供給に係る電気盤（メタルクラッド開閉装置）と非常用ディーゼル発電機（制御盤）の配置
（高浜発電所３，４号機）

凡例：
＜重要安全施設への電力供給に係る電気盤（メタルクラッド開閉装置）＞

：重要安全施設への電力供給に係る電気盤
：非常用Ｄ／Ｇに接続される電気盤

＜非常用ディーゼル発電機（制御盤）＞
：非常用ディーゼル発電機盤

：ディーゼル発電機室
：安全補機開閉器室
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＜消磁コンタクタの動作原理＞
l 電磁接触器は操作コイル、固定鉄心、可動鉄心で構成される電磁石と負荷電流を入・切（ON・OFF）するための固定接
点、可動接点及び引外しバネなどの主要部品で構成されている。

l 操作コイルOFF（無励磁）では引外しバネにより固定接点と可動接点は開離（OFF）しており、電流が負荷に流れない状
態となっている。

l 操作コイルON（励磁）、即ち、コイルに電圧を加えると可動鉄心が吸引され、これに連結された可動接点が固定接点に
接触して回路を閉じる（ON）動作する。

＜消磁動作の説明＞
l 上記の原理にて消磁コンタクタがONした場合、励磁回路に抵抗回路が接続され、この抵抗が励磁電流を消費すること
で励磁が停止するという動作になる。

HEAF（DG)対策に伴う50保護リレー追加ロジックの設計の考え方について(4/4）
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②模擬信号入力～消磁コンタクタ動作
までの動作時間を計測

保護リレー動作
補助リレー等

動作
消磁コンタクタ

ＯＮ

①保護リレーの単体試験にて確認

ＤＧ短絡電流
供給停止

③代替記録※にて確認

模擬信号１の入力

※：実機にて短絡状態からＤＧ停止までの実電流測定が
できないため、メーカーの解析結果を用いて代替する。

• パターン１については、既工認と同様の検査方法であり、実測にて①及び②を測定する。
• パターン２については、①と②の範囲については実測できるが、③についてはプラント安全上の観点から実測できないため、メーカーの解

析結果を用いて代替する。
→解析結果の概略については、次頁参照。

②模擬信号の入力～遮断器開放までの
動作時間を計測

保護リレー動作
補助リレー等

動作
遮断器
開放

①保護リレーの単体試験にて確認

模擬信号の入力

Ø パターン１ （メタクラ母線に接続される遮断器（非常用ＤＧ受電遮断器以外）でのHEAF時）

Ø パターン２ （非常用ＤＧ受電遮断器でのHEAF時）

• 技術基準規則第15条第2項への適合に対する設計の考え方については以下のとおり。

【参考】技術基準規則第15条第2項
設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な個所の保守点検（試験及び検査
を含む。）ができるよう、施設しなければならない。

非常用DG機関の停⽌による短絡電流供給停⽌までの代替検査について（1/2）
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

電
流

(A
)

時間(sec)

タイトル

保護リレー動作（50動作）：0.200sec

消磁コンタクタON：0.385sec

遮断時間：5.518sec
※短絡電流が0.01pu以下の時間

短絡事故発生：0sec

①保護リレーの単体試験にて確認

②模擬信号入力～消磁コンタクタ動作
までの動作時間を計測

③代替記録にて確認

代表プラント：大飯3号機の例

非常用DG機関の停⽌による短絡電流供給停⽌までの代替検査について(2/2)



41参考5-7保護リレー故障による非常用ＤＧへの設計上の考慮について

【プラント事故時に非常用DGにて給電している際】
Ø 万が一、保護リレーの故障によって非常用DG機関が停止した場合、安全系電源系統は、１つの非常用母線で原子炉を安全停
止することができるよう多重性・独立性を有する設計となっている。
（当該片系の保護リレーが故障したとしても、健全側の非常用DGにて事故の収束は可能。）

【プラント通常運転時】
Ø 非常用DGに関わる当該保護リレーが万が一故障した場合においては、保安規定上の制限（高浜発電所保安規定第74条）によ
り１０日以内（動作可能な外部電源が１回線である場合は12時間以内）での復旧が必要。

Ø 当該保護リレーの故障については、自己診断機能が備わっており、故障警報を発信する設計となっており、措置としては、リ
レーケースを引抜するためのスイッチを設けており、本スイッチによりCT回路を短絡させ、保護リレーを単独で交換できる。

Ø 保護リレー故障時の取替期間については、作業準備、予備品の運搬にかかる時間、作業員の要請にかかる時間、取替作業
時間等を考慮し、約10時間程度で取替が可能であると考える。

【運転中に定期的に実施する非常用ディーゼル発電機の無負荷試験の際】
Ø 保護リレー故障に伴う誤動作で非常用DG機関の停止となった場合には、当該保護リレーの交換とともに、停止信号をリセット
後、非常用DGを再起動できる。

（参考：当該リレーの故障率について）
• 非常用DG運転中に万一当該リレーの誤動作が発生した場合、機関の停止回路が動作し、或いは非常用DG遮断器が開放され、
非常用DGからの給電が停止する可能性が考えられる。

• 現在プラントの信頼性評価では、NUCIAデータ『原子力発電所に関する確率論的安全評価用の機器故障率の算出（1982年度
～1997年度16ヵ年 49基データ改訂版）』で定義されている機器バウンダリに基づき実施している。

• 当該リレー誤動作による機関の停止については、“非常用ディーゼル発電機の計測制御回路”として当該リレーを非常用DGの
バウンダリに含めて取り扱っている。

• すなわち、非常用DGの故障率には、当該リレーの要因による故障率も含まれているため、当該リレー設置によるプラントの信
頼性評価への影響はない。
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技術基準規則 適合性の確認

第４条
設計基準対処施設の地盤

既⼯事計画において適合性が確認されており、既⼯事計画から設計内容に変更はなく、⼯事の内容
（本申請内容）に関係しない。

第５条
地震による損傷の防止

第６条
津波による損傷の防止

第７条
外部からの衝撃による損傷の防止

第８条
⽴ち⼊りの防⽌

第9条
発電⽤原⼦炉施設への⼈の不法な侵⼊等の防⽌

第11条
火災による損傷の防止

第12条
発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止

第13条
安全避難通路等

技術基準との適合性について（1/2）
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技術基準規則 適合性の確認

第14条
安全設備 既⼯事計画において適合性が確認されており、既⼯事計画から設計内容に変更はなく、⼯事の内容

（本申請内容）に関係しない。
なお、50保護リレーについては、要目表及び基本設計方針対象設備ではないため、工事計画認可申請
書内に追記するものではなく、補⾜説明資料にて説明する。第15条※1

設計基準対象施設の機能

第45条
保安電源設備

要求事項が変更となっており、重要安全施設への電⼒供給に係る電気盤の保護継電器の設定値変更
後において、技術基準への適合性を確認する必要がある。

第48条※2

準用

既⼯事計画において適合性が確認されており、既⼯事計画から設計内容に変更はなく、⼯事の内容
（本申請内容）に関係しない。

第49条
重大事故等対処施設の地盤

第50条
地震による損傷の防止

第51条
津波による損傷の防止

第52条
火災による損傷の防止

第54条
重大事故等対処設備

第78条※2

準用
※１：第15条2項「設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができるよ
う、施設しなければならない。」について、非常用DG機関の停止による短絡電流供給停止までの時間については、実機による実測ができないため代替検査をする必要がある。

※２:準用について、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の第三十条を準用しており、既工認から変更はない。

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の第三十条

発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそ
れがある異常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては、非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設
しなければならない。

技術基準との適合性について（2/2）
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• フードカロリーメータは、ISO9705に準拠している火災研究設備。
• フードカロリーメータは発熱速度（HRR）測定のために設置されている。
• HRRの測定については、酸素消費法と呼称されますが、「燃焼で消費される酸素の単位質量あたりの発熱量が、可燃物の種類によらず、殆ど等
しい（13.1MJ/kg）」という知見に基づく、最も主流な測定技術を採用した。

• 実際の火災試験では、燃焼により生じたガスを集煙フードで捕集し、排煙ファンにつながるダクト内部でガスの流量（ダクト内体積流量）を測定し、
そのガス中に含まれる酸素濃度を測定することで、燃焼に使われた酸素量を把握し、種々の可燃物の発熱速度を評価している。

• 初期の試験の頃は、フードカロリーメータ装置が無くHRRを計測することはできなかった。
• 後年、フードカロリーメータ装置を購入したことから、2017年8月以降の試験はHRR測定も可能となったため火災判定の信頼性の向上の観点から
データを採取することとした。

参考7-1フードカロリーメータ装置の原理について




